
吸収合併に関する事後開示書面 

（会社法第 801 条第１項及び会社法施行規則第 200 条に基づく開示事項） 

 

2026 年２月１日 

 

東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 

株式会社ＳＨＩＦＴ 

代表取締役社長 丹下 大 

 

株式会社ＳＨＩＦＴ（以下「当社」といいます。）は、2025 年 11 月５日付で株式会社六

本木管理１０号（以下「六本木管理１０号」といいます。）との間で締結した吸収合併契約

（以下「本吸収合併契約」といいます。）に基づき、2026 年２月１日を効力発生日として、

当社を吸収合併存続会社、六本木管理１０号を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本

吸収合併」といいます。）を行いました。 

本吸収合併に関し、会社法第 801 条第１項及び会社法施行規則第 200 条により開示すべ

き事項は、以下のとおりです。 

 

１． 吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200 条第１号） 

2026 年２月１日 

２．吸収合併消滅会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第 200 条第２号） 

(1) 会社法第 784 条の２の規定による請求（差止請求）に係る手続の経過 

六本木管理１０号は、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

(2) 会社法第 785 条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過 

六本木管理１０号は、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

(3) 会社法第 787 条（新株予約権買取請求）の規定による手続の経過 

六本木管理１０号は、新株予約権を発行していませんでしたので、該当事項はあり

ません。 

(4) 会社法第 789 条（債権者の異議）の規定による手続の経過 

六本木管理１０号は、会社法第 789 条第２項及び第３項の規定に従い、2025 年 11 月

26 日付の官報及び日刊工業新聞により債権者に対する公告を行いましたが、申述期限

までに異議を述べた債権者はいませんでした。 

３．吸収合併存続会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第２200 条第３号） 

(1) 会社法第 796 条の２（差止請求）の規定による請求に係る手続の経過 

本吸収合併は、会社法第 796 条第２項本文に規定する場合（簡易合併）に該当するた

め、当社の株主は、会社法第 796 条の２に規定する差止請求をすることができません。 



(2) 会社法第 797 条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過 

吸収合併承継会社は、会社法第 797 条第３項の規定に基づき、2025 年 11 月 26 日

に株主に対し通知いたしましたが、反対株主による反対通知はありませんでした。 

(3) 会社法第 799 条（債権者の異議）の規定による手続の経過 

当社は、会社法第 799 条第２項及び第３項の規定に従い、2025 年 11 月 26 日付の官

報及び電子公告により、債権者に対する公告を行いましたが、申述期限までに異議を述

べた債権者はいませんでした。 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に

関する事項（会社法施行規則第 200 条第４号） 

当社は、本吸収合併の効力発生日である 2026 年２月１日をもって、六本木管理１０

号からその資産、負債その他の権利義務の一切を承継しました。 

５．会社法第 782 条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された

事項（会社法施行規則第 200 条第５号） 

別紙のとおりです。 

６．会社法第 921 条の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200 条第 6 号） 

2026 年２月１日 

７．上記に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200 条第 7

号） 

該当する重要な事項はありません。 

以上 

  



別紙  



吸収合併に関する事前開示書面 

（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づく開示事項） 

 

2025 年１１月２６日 

 

東京都港区六本木三丁目２番１号 

株式会社六本木管理１０号          

代表取締役  磯本 昇汰   

 

株式会社六本木管理１０号（以下「当社」といいます。）は、当社を吸収合併消滅会社、

株式会社 SHIFT（以下「SHIFT」といいます。）を吸収合併存続会社として、2026 年 1 月

１日を効力発生日として、吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）を行うことを決定

し、2025 年 11 月５日付で、両者の間で吸収合併契約（以下「本吸収合併契約」といいま

す。）を締結しました。 

本吸収合併に関し、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 182 条により開示すべ

き事項は、以下のとおりです。 

なお、本吸収合併は、当社においては、会社法第 784 条第１項に規定する略式合併とな

ります。 

 

１． 吸収合併契約の内容（会社法第 782 条第１項第１号） 

別紙のとおりです。 

 

２． 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第１号） 

吸収合併存続会社である SHIFT は、吸収合併消滅会社である当社の完全親会社であ

ることから、本吸収合併に際して、合併対価として株式又はこれに代わる金銭等の交付

は行いません。 

 

３． 合併対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第 182 条第１項第２号） 

該当事項はありません。 

 

４． 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第３号） 

該当事項はありません。 

 

５．計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第４号） 

(1) 吸収合併存続会社（SHIFT）についての次に掲げる事項 

ア 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出してお



ります。最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証

券報告書等の開示書 類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によりご覧いた

だけます。 

イ 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

ウ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システ

ム （EDINET）により閲覧可能な有価証券報告書に記載の「重要な後発事象」に

記載の通りでございます。 

 

(2) 吸収合併消滅会社（当社）の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重

大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

６． 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社（SHIFT）の債務の履行の見

込みに関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第５号） 

本吸収合併の効力発生日 SHIFTの収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、

SHIFT の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりませ

ん。したがいまして、本吸収合併の効力発生日以後における SHIFT の債務について履

行の見込みがあると判断いたします。 

以上 



別紙 

 









【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。
　　　　※ ： 科目名見切れ（別表「補足情報」参照）

企業名 株式会社六本木管理１０号

1,713,416

9,642,584
9,642,584
86

11,356,086

11,356,086

【流動資産】
  現金及び預金
  その他の資産で1年内に※01
    短期貸付金（純額）
      短期貸付金
    未収還付法人税等
  流動資産

          ＜資産＞

＜資産の部＞

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

単位 円

188,708

11,000
165,000
695

365,403

365,403

6,000,000

6,000,000
6,000,000

▲1,009,317
▲1,009,317
▲1,009,317
10,990,683

10,990,683

11,356,086

【流動負債】
  未払費用
  通常の取引に関連して発※02
    未払金
    未払法人税等
    預り金
  流動負債

          ＜負債＞

【株主資本】
  資本金
  資本剰余金
    資本準備金
    資本剰余金
  利益剰余金
    その他利益剰余金
      繰越利益剰余金
      その他利益剰余金
    利益剰余金
  株主資本

         ＜純資産＞

       ＜負債純資産＞

＜負債の部＞

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＜純資産の部＞

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

単位 円

貸 借 対 照 表

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

年　  月　  日　現在31072025

1ページ目）（



【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。
　　　　※ ： 科目名見切れ（別表「補足情報」参照）

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

企業名 株式会社六本木管理１０号

単位 円

損 益 計 算 書

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

年　  月　  日　から14082024

年　  月　  日　まで31072025

自

至

200
4,905
298,861
50,736
170,430
118,352
126,292
110,000

▲879,776

35,494
35,494

35
35

▲844,317

▲844,317

165,000

165,000

▲1,009,317

【販売費及び一般管理費】

  通信費
  消耗品費
  租税公課
  法定福利費
  外注費
  支払手数料
  給料手当
  事務取扱費
________________________________________________________
【営業利益又は営業損失（△）】

【営業外収益】

  受取利息
  営業外収益

【営業外費用】

  支払利息
  営業外費用
________________________________________________________
【経常利益又は経常損失（△）】
________________________________________________________
【税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）】

【法人税等】

  法人税等
________________________________________________________
【当期純利益又は当期純損失（△）】

1ページ目）（



▲1,009,317

▲1,009,317

▲1,009,317

▲1,009,317

10,990,683

▲1,009,317

6,000,000

6,000,000

6,000,000

▲1,009,317

▲1,009,317

▲1,009,317

▲1,009,317

▲1,009,317

10,990,683

株主資本等変動計算書

  株主資本

    資本金

      当期末残高

    資本剰余金

      資本準備金

        当期末残高

      資本剰余金合計

        当期末残高

    利益剰余金

      その他利益剰余金

        繰越利益剰余金

          当期変動額

            当期純利益

            当期変動額合計

          当期末残高

      利益剰余金合計

        当期変動額

          当期純利益

          当期変動額合計

        当期末残高

    株主資本合計

      当期変動額

        当期純利益

        当期変動額合計

      当期末残高

    当期末残高

  純資産合計

    当期変動額

      当期純利益

      当期変動額合計

1

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

年　  月　  日　から14082024

年　  月　  日　まで31072025

自

至

株式会社六本木管理１０号企業名

単位：円



財務諸表
種別

補 足 情 報

　財務諸表種別：［共］各財務諸表共通　［貸］貸借対照表　［損］損益計算書　［製］製造原価報告書
【凡例】

　番号　　　　：財務諸表内の見切れ箇所に印字されている※印付き番号に対応します。
　　　　　　　　［処］損益金処分計算書　［株］株主資本等変動計算書　［社］社員資本等変動計算書

番号 出力情報

貸 その他の資産で1年内に現金化できると認められるもの※01

貸 ※02 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払
われるもの

　出力情報　　：財務諸表で表示し切れない科目名等を出力します。


